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１  職員の任免及び職員数に関する状況

（１）  職員数に関する状況      （人）      （人）

退職 採用

A B C A-B+C

767 851664 56 37 645

（２）職員採用の状況      （人）

区分 試験区分 平成１８年度 増減

正規の試験

一般行政事務 大卒程度 0 4 4

一般行政事務 高卒程度 0 1 1

一般行政技術 大卒程度 0 1 1

看護師 免許資格職 20 12 ▲ 8

作業療法士 免許資格職 1 0 ▲ 1

言語聴覚士 免許資格職 1 0 ▲ 1

臨床工学技師 免許資格職 2 0 ▲ 2

理学療法士 免許資格職 3 0 ▲ 3

保健師 免許資格職 2 1 ▲ 1

放射線技師 免許資格職 1 0 ▲ 1

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 免許資格職 1 0 ▲ 1

歯科衛生士 免許資格職 0 1 1

その他 14 17 3

合計 45 37 ▲ 8

※その他については、医療センター医師の選考採用

     （人）

区分 退職者数 備考

定年退職 11

定年前早期退職（勧奨退職） 23

普通退職 15

死亡 3

退職手当を支給されない者 4割愛退職等

合計 56

※割愛退職とは､他の団体の公務員として採用されるため退職することです。

（４）部門別職員数の状況（各年度４月１日現在）      （人）

区分
職員数

増減 主な増減理由

議会 5 5 0

総務 73 69 ▲ 4事務統廃合縮小

税務 20 19 ▲ 1固定資産税欠員不補充

民生 29 30 1障がい者支援係増員

一般 衛生 37 33 ▲ 4環境企画室欠員不補充

行政 労働 0 0 0

農林水産 21 21 0

商工 7 8 1観光再生業務増に伴う増員

土木 30 29 ▲ 1公園係退職者不補充

小計 222 214 ▲ 8

特別行政
教育 48 44 ▲ 4退職者不補充

病院 356 346 ▲ 10病棟休止

水道 15 15 0

下水道 7 7 0

その他 17 20 3 新制度に伴う増員（後期高齢者医療制度）

小計 395 388 ▲ 7

合計 665 646 ▲ 19

  平成１9年度４月１
日現在の職員数

19年度中の異動   平成20年度４月１
日現在の職員数

（参考）５年前・10年前の職員数

平成１5年４月１日現在 平成10年４月１日現在

※「退職｣は平成１9年４月１日から20年３月３１日までの､｢採用｣は平成１9年４月２日から

平成20年４月１日までの間の数を計上しています。

平成19年度

（３）退職者の状況（平成１9年度） 

平成19年度平成20年度

公営企業
等
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（５）職務上の地位別職員数（各年４月１日現在）      （人）

区分
増減

職員数 うち女性 職員数 うち女性 職員数 うち女性

部長級 4 4 0 0

部次長級 6 6 0 0

課長級 22 18 ▲ 4 0

課長補佐級 47 5 39 3 ▲ 8 ▲ 2

係長級 92 29 102 33 10 4

その他の職員 92 42 90 42 ▲ 2 0

合計 263 76 259 78 ▲ 4 2

※職員数は､一般行政職のみ計上しています。

（１）職員給与費の状況（普通会計決算額）

区分
職員数 給与費 １人当たり

給料 職員手当 期末・勤勉手当

※｢地方財政状況調査表｣報告数値による｡職員手当には退職手当を含みません。

区分
一般行政職

区分
水俣市 国

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 決定初任給額 決定初任給額

水俣市 大卒

※平均給与には期末･勤勉手当は含まれません｡ 短卒

高卒

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大学卒

高校卒

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している年数をいいます。

     （人）

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

標準的な職務内容

主事 主事 係長 課長補佐 課長 部長 部長

技師 技師 参事 室長 局長 部次長 部次長

主任 主幹 課長補佐 課長

主査 係長 室長 局長

参事 主幹

主任

主査

職員数（人） 13 27 63 84 44 23 5 259

構成比（％） 5,0 10,4 24,3 32,4 17,0 8,9 1,9 100

（６）昇給号数の状況 （昇給日：１月１日）      （人）

区分 一般行政職 区分 水俣市 国

職員数（Ａ）
263 期末手当勤勉手当

同じ

６月期
263 

計
昇給数別内訳 ０号

3 0 44 3 211 0 0 1 1 ※ただし、１２月分の管理職については、勤務手当を

0 0 49 0 202 0 0 0 12

平成１9年度 平成20年度

２  職員給の状況（普通会計決算)

（A） 計（B） 給与費（B）/(A)

１9年度 270人 1.018.616千円 122.970千円 440.225千円 1.581.811千円 5.859千円

（２）職員の平均給与及び平均年齢の状況（平成20年４月１日現在） （３）職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在)

328.100円 355.850円 42歳9月
一    般
行政職

172.200円 172.200円

152.800円 152.800円

140.100円 140.100円

（４）職員の経験年数別・学歴別給料月額の状況（平成20年４月１日現在）

250.800円 288.900円 343.300円

205.400円 250.800円 288.900円

（５）一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在) 

（７）職員手当の状況（平成１9年度）

平成19年度

期末手当
勤勉手当

（264） 1.4月分 0.725月分

（         ）は平成1８年度

昇給に係る職員数(B)　
[1.2月分] [0.925月分]

（263）
12月期

1.6月分 0.775月分

比率(A)/(B)
100％ [1.4月分] [0.975月分]

（99.62％） 3.0月分 1.5月分

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 [2.6月分] [1.9月分]

平成1８年度

平成19年度 　　0.05月分減額しました。
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支給率等
水俣市 国 区分 水俣市 区分

自己都合 定年 自己都合 定年

扶養手当 同じ勤務２０年 その他の親族

勤務２５年

勤務３５年
通勤手当

最高限度額

 国と同じ
定年前早期退職特別措置

住居手当

借家の場合

平均支給額 -

調整手当
生活費の高い地域に勤務する職員に支給

同じ

感染症防疫作業手当

異なる

行旅病人同死亡人取扱手当

行旅病人収容作業

行旅死亡人収容作業

福祉業務手当

３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間､休憩･休息､週休の状況

      ○１日の勤務時間８時間、１週の勤務時間４０時間

勤務時間 休憩時間 週休日

土曜日､日曜日

※　総合医療センターを除く

（２）休暇制度の概要

休暇の種類 付与要件 付与日数

年次有給休暇 職員の請求時

病気休暇 職員の負傷･疾病による療養

骨髄提供のための休暇 骨髄液提供のための検査･入院等 必要と認められる期間

結婚休暇 結婚式等の行事

産前休暇 出産日までの請求期間

産後休暇 女性職員が出産した場合

育児時間休暇

妻の出産休暇 妻出産時の入院の付き添い等

男性の育児休暇

親族の死亡休暇 親族の死亡

夏期休暇

妊娠障害休暇 妊娠中の職員の妊娠障害

子の看護休暇 小学校就学前の子の看護

組合休暇 許可を得て職員団体の業務に従事

介護休暇 相当期間､配偶者等の介護を行う場合

４  職員の分限及び懲戒処分の状況

     （人）

処分の種類
降任 降給 休職 免職 合計

処分理由

勤務成績が良くない場合 0

心身の故障の場合 7 7

職に必要な適格性を欠く場合 0

職制､定数の改廃､予算の減少により廃職･過員を生じた場合 0

刑事事件に関し起訴された場合 0

計 0 0 7 0 7

※分限処分とは、職員が一定の事由によって職責を果たすことができない場合などに

本人の意に反して、不利益な処分をすることです。

（8）退職手当の状況（平成１９年３月３１日現在）

配偶者  13,000円

23.5月分 30.55月分 23.5月分 30.55月分

33.5月分 41.34月分 33.5月分 41.34月分 1人6,500円

47.5月分 59.28月分 47.5月分 59.28月分 交通機関及び自動車などを利用する場合､
距離に応じて2,000円～20,900円を支給 一   部

異なる59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分

その他の
加算措置 一  部

異なる(2%～20%加算)   家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

25,616千円 持家  5年目まで2,500円  以降1,000円  

  東京都特別区  16％

特殊勤務
手当
（主なも
の）

日額200円

日額1,000円

日額2,000円

月額3,500円

8:30～17:15 12:15～13:00

年20日を限度に付与

必要と認められる期間(90日以内)

特
別
休
暇
（
主
な
も
の
）

5日以内

8週間（多胎妊娠14週間)以内に出産予定

8週間

生後満1歳に達しない子の育児 1日2回･それぞれ30分以内

2日以内

妻の産前産後8週間中の子の養育 5日以内

1日～10日

7月から9月における休暇 3日（特に市長が認めた休暇を別途付与2日）

9日を超えない範囲

年5日以内

年30日以内（無給）

6月を超えない範囲

（１）分限処分の状況（平成１9年度中）
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     （人）

処分の種類
戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等

処分理由

法令に違反した場合 0

職務上の義務に違反した場合 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 0

上記処分に伴う管理職の管理監督責任による場合 0

計 0 0 0 0 0 0

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して､その責任を追及しておこなう不利益処分のことです。

５  職員の服務の状況

（１）服務に関する基本的原則

  地方公務員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し､ 全力をあげて職務に専念しなければならない

基本基準のほか、次のような義務が定められています。

①法令及び上司の職務上の命令に従う義務

②信用失墜行為の禁止

③秘密を守る義務

④職務に専念する義務

⑤政治行為の制限

⑥争議行為の禁止

⑦営利企業等の従事制限

６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①派遣研修      （人）

派遣先 主な業務内容 派遣人数

熊本県人事交流派遣 熊本県商工観光労働部産業支援課勤務 1

経済産業省派遣 産業技術環境局リサイクル推進課勤務 1

区分 次長･課長級 課長補佐・主幹級 係長･参事級 主査･係員

評定項目 成績･情意･能力 同左 同左 同左

評定時期 毎年１２月１日現在 同左 同左 同左

活用分野 昇任・配置 同左 同左 同左

７  職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福祉制度の状況

区分 概要

共済制度 熊本県市町村職員共済組合の制度による

健康診断

互助会組織

名称 水俣市職員互助会

加入者 常勤の特別職､一般職員

主たる事業 冠婚葬祭時の給付､ビーチボールバレー大会

主たる財源 組合費

（２）公務災害等の発生状況

種類 発生件数 事案の概要

通勤災害 1帰宅途中でバイク転倒

公務災害 12 診療行為中の針刺事故等

（２）懲戒処分の状況（平成19年度中）

(１)職員研修の状況(平成１9年度中の主なもの)

(２）勤務評定の状況（平成１８年度）

定期健康診断人間ドック受診者を除く全職員)

人間ドック受診(対象者30歳以上)
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（３）育児時間の取得状況      （人）

区分

承認期間

対象となった うち育児休業 うち部分休業 １年以内 ～２年 ～３年

職員 取得者 取得者

男性職員 19 0 0 0 0 0

女性職員 9 9 0 6 5 0

計 28 9 0 6 5 0

（４）利益保護の状況

内容 件数 処理の状況

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求 0

職員の対する不利益な処分についての不服申し立て 0

８  定員管理計画の状況

部門 区分
平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

計画年 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

一般行政

計画職員数 248 240 234 222 208 198

前年度からの増減 - ▲ 8 ▲ 6 ▲ 12 ▲ 14 ▲ 10

実績 - 237 231 229 222 214

計画との比較 - ▲ 3 ▲ 3 7 14 16

特別行政
計画職員数 57 56 54 52 49 46

前年度からの増減 - ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 3

実績 - 55 54 47 48 44

計画との比較 - ▲ 1 0 ▲ 5 ▲ 1 ▲ 2

公営企業会計等

計画職員数 68 66 63 60 57 54

前年度からの増減 - ▲ 2 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 3

実績 - 64 60 56 52 48

計画との比較 - ▲ 2 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 6

計

計画職員数 373 362 351 334 314 298

前年度からの増減 - ▲ 11 ▲ 11 ▲ 17 ▲ 20 ▲ 16

実績 - 356 345 332 322 306

計画との比較 - ▲ 6 ▲ 6 ▲ 2 8 8

※計画職員数は､病院事業の医療技術職と水道事業は除いていますので、総職員数とは一致しません｡

平成１６年度から５年間で７５人を削減する計画としています｡

平成１9年度中に新たに育児休業の

（教育委員会事務
局)


